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１．学校生活時間について（全学年共通） 

・８：２５までに荷物を片付け、ジャージに着替え、着席をする。（※８：２５までに着席していないと遅刻） 

・清掃の時間には、ジャージか体育着に着替え、校内の美化に励む。 

・始業の合図で、授業を開始する。 

・給食の時間は、給食当番の生徒以外は速やかに着席する。 

給食終了時間までは教室にいる。 

・完全下校時間 
○３月～新人戦市予選終了  １８：００ ○１１月～１月末日まで  １７：００ 
○新人戦終了から１０月末日まで  １７：３０ ○２月  １７：３０ 

 
２．服装・身なりについて 
【服装・頭髪等について】  
（旧制服）標準の学生服（式典ではフックも留める）または学校指定のブレザー、ベスト、ブラウス、ワイシャツ着用。ボタ 

  ンを留めて着用する。スカートは膝が隠れる長さとする。ブラウス・ワイシャツでの生活可。 

（新制服）学校指定のブレザー、ワイシャツ、リボンまたはネクタイを着用する。ボタンを留めて着用する。スカートは膝が 

  隠れる長さとする。 

（全学年）ベルト：色は黒、茶色。 

（全学年）頭髪：脱色、染色、整髪料、パーマは禁止。髪が肩にかかる場合はきちんと結ぶ。 

（全学年）ゴムの色は黒、紺、茶色。ヘアピン・パッチンピンは可。色は黒、紺色。ヘアバンド、リボンは禁止。 

（全学年）化粧は禁止。 
 
【身なりについて】 
（旧制服）名札、校章（冬服の時）をつける。 

（新制服）名札をつける。 

（全学年）防寒で制服の下にセーターを着用してもよい（新制服についてはVネックのセーターを推奨） 

 色は紺、黒、グレー（ワンポイント可）とする。ラインの入っているものや、カーデガンは不可。 

（全学年）タイツの着用可（色は黒・紺・グレー）、ひざ掛けも可。 

（全学年）コート：Ｐコート、ダッフルコート・ウィンドブレーカー等で、色は紺、黒、グレーの通学に適した物。 

（全学年）靴下：白・黒・紺・グレーを基調としたもの（長さの規定なし）、ルーズソックスやキャラクター物は不可。 

（全学年）靴：運動靴（革靴は不可） 

（全学年）上履き・体育館履き：学校指定の物。必ず名前を記入する。かかとをつぶさない。 

（全学年）指示がない限り授業は制服で受ける。 

（全学年）Ｙシャツやブラウスの下に部活用のＴシャツ等を着用しない。 

（全学年）カバン：学校指定の３ウェイバッグを使用し、入りきらないときはサブバッグを使用する。 

  目印としてキーホルダーを１つ付けても良い。教科の授業が無い時は、サブバッグで登校しても良い。 

（全学年）その他、白幡中生の規則に沿った、身なり・服装を心がける。 
 
３．施設・設備の使い方（全学年） 
・ベランダ、非常口は非常時以外使用しない。 

・体育館に入るときは体育館履きをはく。 

・他クラスへは入らない。また下校時には、教室に鍵をかける。 
 
４．その他（全学年） 

・３ウェイバッグは、後ろのロッカーの上に整頓して置く。 

・授業に関係ないものは持ってこない。 

・飲み物は、水筒に入れてくる。中身は水、お茶類、スポーツドリンクとする。（ペットボトルは不可） 

・弁当は教室で食べ、ゴミは自分で持ち帰る。部活動で持ってきた場合は、顧問の指示に従い、 

部活ごとの所定の場所で食べる。 

・生徒が職員室内のカギ等を持ち出すときは、近くの先生に報告してから持ち出す。 

・登下校時は、交通ルールやマナーを守り、寄り道をせずに歩道を通る。 

・物の貸し借りは禁止とする。 

・「５月～１０月」を熱中症対策期間とする。また、その期間についてはネクタイ・リボンは不要とする。 


